
 
 
 
 

令和８年３月１６日 
 
 

長崎地方労働審議会  
  会長 山口 純哉  殿 

 
 

                      長崎地方労働審議会家内労働部会 
部会長 岩瀬 貴子 

 
 

長崎県婦人既製洋服製造業に係る最低工賃の廃止決定に関する報告書 

 

当家内労働部会は、令和８年２月３日、長崎地方労働審議会から付託された長崎県婦人既

製洋服製造業に係る最低工賃の廃止決定について、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙１の

とおりの結論に達したので報告する。 

 なお、審議経過の概要は別紙２のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料№４ 



 

 

 

別紙１ 

次の長崎県婦人既製洋服製造業最低工賃を廃止決定の 

官報公示の前日限り廃止すること。 

１ 適用する家内労働者  

   長崎県の区域内で、婦人既製洋服製造業に係るまとめの業務に従事

する家内労働者 

２ 適用する委託者   

前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者 

３ 第１号の家内労働者に係る最低工賃額 

   次の表の品目欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額。た

だし、金額欄に表示されている単位と異なる長さで委託する場合の工

賃額については、１センチメートル当たりに換算した金額とする。こ

の場合、１センチメートル未満の長さは１センチメートルに切り上げ

るものとする。  

品  目 
工              

程 

規                           

格 

金                                

額 

  身返し端まつり 針目が３センチメートル間隔に １か所につき １０ 円 

  （千鳥） ５針以上のもの    

  身返し星入れ 針目が３センチメートル間隔に １０センチメートル  

    ３針以上のもの につき １１ 円 

  ボタン付け 飾りボタン   １個につき ８ 円 

    根巻きボタン 力ボタン付き １個につき １３ 円 

      力ボタンなし １個につき １０ 円 

上      

衣 
鎖糸ループ付け 糸ループ作り付け １か所につき ９ 円 

    既製ループ付け １か所につき ５ 円 

  そで付け裏まつり 針目が３センチメートル間隔に １０センチメートル  

    ７針以上のもの につき １２ 円 

  そで口裏まつり    １０センチメートル  

       につき １１ 円 

  肩パット付け 部分止め   １組につき ２１ 円 

    肩線止め   １組につき １１ 円 

  糸くず取り     １枚につき １６ 円 

  身返し端まつり 針目が３センチメートル間隔に １か所につき ７ 円 

  （千鳥） ５針以上のもの    

ブ ラ ウ 

ス 
スナップ付け １センチメートル型 １組につき １３ 円 

  ボタン付け 飾りボタン   １個につき ８ 円 

  肩パット付け     １組につき １３ 円 



  糸くず取り     １枚につき １３ 円 

  スナップ付け １センチメートル型 １組につき １５ 円 

  かぎホック付け ウエスト用前かん １組につき ２０ 円 

  ボタン付け 飾りボタン   １個につき ８ 円 

ス カ ー 

ト 
  根巻きボタン 力ボタン付き １個につき １０ 円 

及び     力ボタンなし １個につき ８ 円 

スラックス 鎖糸ループ付け 糸ループ作り付け １か所につき ９ 円 

  ベント止め ×印しつけ止め １か所につき ６ 円 

  プリーツしつけ     １か所につき ６ 円 

  糸くず取り     １枚につき １４ 円 

４  効力発生日  
 法定どおり  

 



別紙２ 
 

家内労働部会審議経過概要 
令和７年度 

開催回数 開 催 年 月 日 
開 催 場 所 審議事項・審議概要 

第１回 令和８年３月３日（火） 
長崎労働局８階会議室 

１ 諮問理由説明 
関係資料の説明 
 

２ 家内労働者側・委託者側双方の基

本的見解の開陳 
 
３ 審議 

全体協議 
 
４ 公益委員を中心に家内労働者側、委託 

者側双方の意見を集約し、採決を行っ

た結果、（全会一致）で廃止することが

決議された。 

 
 
 

 


